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全
国
一
斉
司
法
書
士
会
無
料
法
律
相
談
会

　

10
月
１
日
（
法
の
日
）
～
31
日
ま
で
の

１
か
月
間
を
推
進
期
間
と
し
て
、
全
国
一

斉
に
司
法
書
士
会
に
よ
る
無
料
法
律
相
談

会
を
行
い
ま
す
。
市
で
も
次
の
と
お
り
開

催
し
ま
す
。（
予
約
が
必
要
で
す
。）

▼
と
き　

10
月
１
日
㈭　

午
前
10
時
～
正

午
、
午
後
１
時
～
４
時

▼
と
こ
ろ　

市
役
所
別
棟　

第
８
会
議
室

▼
予
約
・
問
合
せ　

愛
知
県
司
法
書
士

会
西
三
河
支
部（
☎
０
５
６
４

（58）
０
２
４

６
）
へ
。

　

土
地
建
物
の
登
記
（
相
続
や
贈
与
、
担

保
の
抹
消
な
ど
）、会
社
法
人
の
登
記
（
設

立
や
役
員
変
更
な
ど
）、
お
隣
と
の
境
界

問
題
、
い
じ
め
・
Ｄ
Ｖ
・
パ
ワ
ハ
ラ
な
ど

の
人
権
問
題
、
地
代
や
家
賃
の
供
託
、
遺

言
や
定
款
な
ど
の
公
正
証
書
作
成
、
一
般

法
律
相
談
な
ど
の
日
々
の
悩
み
ご
と
や
困

り
ご
と
に
つ
い
て
、公
証
人
、司
法
書
士
、

土
地
家
屋
調
査
士
、
人
権
擁
護
委
員
、
法

テ
ラ
ス
・
弁
護
士
、
法
務
局
職
員
が
無
料

で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

▼
と
き　

10
月
４
日
㈰　

午
前
10
時
～
午

後
４
時

▼
と
こ
ろ

① 

名
古
屋
会
場　

名
古
屋
法
務
局
（
名
古

屋
市
中
区
三
の
丸
２
―
２
―
１　

名
古

屋
合
同
庁
舎
第
１
号
館
）

② 

三
河
会
場　

岡
崎
市
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン

タ
ー
（
岡
崎
市
羽
根
町
字
貴
登
野
15
）

▼
費
用　

無
料
（
予
約
優
先
制
）

▼
予
約
・
問
合
せ　

名
古
屋
法
務
局
民
事

行
政
調
査
官
室
（
☎
０
５
２

（952）
８
１
７
０

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分　

土
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）
へ
。

　

今
回
の
お
知
ら
せ
は
、
保
育
所
入
所
の

申
込
書
の
配
付
期
間
を
お
知
ら
せ
す
る
も

の
で
す
。
入
所
資
格
や
保
育
所
説
明
会
・

入
所
申
込
受
付
等
の
日
程
、
平
成
28
年
度

中
に
育
児
休
業
終
了
後
の
保
育
所
入
所
を

希
望
す
る
人
（
復
職
予
定
日
が
平
成
28
年

4
月
13
日
以
降
の
人
）
の
申
込
書
の
配
付

等
に
つ
い
て
の
詳
細
は
広
報
ち
り
ゅ
う
10

月
１
日
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
配
付
期
間　

10
月
13
日
㈫
か
ら

▼
配
付
場
所　

各
保
育
所
、
子
ど
も
課

※ 

10
月
16
日
㈮
以
降
は
市
役
所
子
ど
も
課

の
み
で
配
付
し
ま
す
。

「
知
立
市
子
供
議
会
」の
開
催
に
つ
い
て

　

子
供
議
員
の
活
動
を
と
お
し
て
、
行

政
や
市
議
会
の
仕
組
み
を
学
び
、
身
近

な
問
題
か
ら
自
分
た
ち
が
暮
ら
す
地
域

の
将
来
や
ま
ち
づ
く
り
等
、
幅
広
い
諸

課
題
に
つ
い
て
、
子
供
の
豊
か
な
発
想

や
視
点
か
ら
と
ら
え
た
意
見
を
発
表

し
、
共
に
考
え
、
共
に
学
ぶ
場
と
す
る

た
め
に
実
施
し
ま
す
。

▼
と
き　

10
月
20
日
㈫　

午
後
２
時
～

４
時
30
分

▼
と
こ
ろ　

知
立
市
議
会　

本
会
議
場

▼
出
席
者

〔
議
決
機
関
〕

　

市
内
３
中
学
校
か
ら
各
４
人

　

議
長
２
人
・
副
議
長
１
人

〔
執
行
機
関
〕

市
長
・
副
市
長
・
教
育
長

企
画
部
長
・
総
務
部
長
・
危
機
管
理

局
長
・
福
祉
子
ど
も
部
長
・
保
険
健

康
部
長
・
市
民
部
長
・
建
設
部
長
・

都
市
整
備
部
長
・
会
計
管
理
者
・
上

下
水
道
部
長
・
教
育
部
長
・
議
会
事

務
局
長
・
監
査
委
員
事
務
局
長

▼
開
催
の
経
緯

① 

子
供
た
ち
の
声
を
直
接
受
け
止
め
、

対
策
の
協
議
を
し
て
い
こ
う
と
し
た

試
み
は
、
平
成
９
年
度
か
ら
交
通
安

全
担
当
者
会
に
小
中
学
生
の
代
表
も

参
加
す
る
形
で
実
施
さ
れ
て
い
た
。

② 

平
成
15
年
６
月
定
例
議
会
に
お
い

て
、
子
供
議
会
開
催
が
提
言
さ
れ
、

平
成
17
年
度
に
市
制
35
周
年
目
の
記

念
行
事
と
し
て
、
市
内
３
中
学
校
の

生
徒
に
よ
る
子
供
議
会
を
開
催
し
た
。

③ 

平
成
24
年
度
に
「
知
立
市
子
ど
も
条

例
」
が
制
定
さ
れ
、「
意
志
決
定
の

場
で
自
分
の
考
え
を
表
明
」
す
る
権

利
が
保
障
さ
れ
た
。

▼
実
現
さ
れ
た
提
案
の
一
例

〔
平
成
25
年
度
〕

　

 

図
書
館
の
閉
館
後
の
時
間
を
利
用

し
、
ロ
ビ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
を
実
施

〔
平
成
26
年
度
〕

　

 

東
海
道
松
並
木
に
続
く
地
下
道
の
照

明
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
と
、
児
童
生
徒
作
品

の
展
示

▼
問
合
せ　

学
校
教
育
課
（
☎

（95）
０
１

３
６
）

平成26年度子供議会

地下道の児童生徒作品

平
成
28
年
４
月
保
育
所
入
所
の

申
込
書
を
配
付
し
ま
す

子
ど
も
課 

保
育
係　
（
☎

（95）
０
１
２
１
）

「
全
国
一
斉
！
法
務
局
休
日

相
談
所
」
を
開
設
し
ま
す

名
古
屋
法
務
局
民
事
行
政
調
査
官
室

（
☎
０
５
２

（952）
８
１
７
０
）

「
知
立
市
子
供
議
会
」
を
開
催
し
ま
す

「
知
立
市
子
供
議
会
」
を
開
催
し
ま
す

「
知
立
市
子
供
議
会
」
を
開
催
し
ま
す

「
法
の
日
」無
料
法
律
相
談
会
開
催

市
民
課 

市
民
係　
　
（
☎

（95）
０
１
５
２
）
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ウォーターパレスKC
臨時休館のお知らせ

　

愛
知
県
で
は
様
々
な
取
組
の
結
果
、
犬 

・
猫
の
引
取
り
数
お
よ
び
殺
処
分
数
は
減

少
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
一
方
で
、

遺
棄
さ
れ
る
犬
・
猫
の
増
加
が
危
惧
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
動
物
の
遺
棄
は
犯
罪
で
あ
る

こ
と
を
県
民
に
周
知
し
、
動
物
の
終
生
飼

養
等
に
つ
い
て
の
普
及
啓
発
に
つ
な
げ
る

た
め
、
本
年
度
も
「
あ
い
ち
動
物
遺
棄
防

止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を
実
施
し
ま
す
。
動

物
の
遺
棄
は
絶
対
に
行
わ
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
９
月
20
日
㈰
～
26
日
㈯
は
動
物

愛
護
週
間
で
す
。

　

「
10
年
の
後
納
制
度
」
は
、
過
去
10
年

間
に
納
め
忘
れ
た
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
す
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
で
す
（
本

来
、
国
民
年
金
保
険
料
は
２
年
を
経
過
す

る
と
時
効
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
）。
こ
の
制
度
を
利
用
す
れ
ば
、

将
来
の
年
金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

「
10
年
の
後
納
制
度
」
は
、
平
成
27
年

９
月
30
日
を
も
っ
て
終
了
し
ま
す
。
終
了

後
、
平
成
27
年
10
月
１
日
か
ら
３
年
間
に

限
り
、
過
去
５
年
間
に
納
め
忘
れ
た
国
民

年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る

「
５
年
の
後
納
制
度
」が
始
ま
り
ま
す
が
、

10
年
の
後
納
制
度
よ
り
も
納
付
で
き
る
期

間
が
短
く
、
保
険
料
の
加
算
額
が
高
く
な

り
ま
す
。

　

な
お
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い

る
人
な
ど
は
、
後
納
制
度
の
利
用
は
で
き

ま
せ
ん
。

　

後
納
制
度
を
利
用
す
る
に
は
申
込
み
が

必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、「
国
民
年
金
保

険
料
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」（
☎
０
５
７
０

（011）

０
５
０
）
ま
た
は
お
近
く
の
年
金
事
務
所

へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　

秋
は
行
楽
や
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
で
外
出
す

る
機
会
が
増
え
、
人
や
車
の
動
き
が
活
発

に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
秋
は
日
没
時
刻
が
日
増
し
に
早

く
な
る
こ
と
か
ら
、
運
転
者
に
と
っ
て
は

歩
行
者
・
自
転
車
が
見
え
に
く
く
な
り
ま

す
。
さ
ら
に
、
夕
暮
れ
時
は
交
通
量
が
増

え
る
こ
と
も
あ
り
、
高
齢
者
を
は
じ
め
と

し
た
交
通
弱
者
が
交
通
事
故
に
あ
う
危
険

性
が
高
ま
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
次
の
重
点
項
目
を
か
か
げ
、

秋
の
交
通
安
全
運
動
を
展
開
し
、
交
通
事

故
の
防
止
を
図
り
ま
す
。

・ 

子
ど
も
と
高
齢
者
を
交
通
事
故
か
ら
守

ろ
う
。

・ 

夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
歩
行
中
、
自
転
車

乗
車
中
の
交
通
事
故
を
な
く
そ
う
。

・ 

全
て
の
座
席
で
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ

イ
ル
ド
シ
ー
ト
を
正
し
く
着
用
し
よ
う
。

・
飲
酒
運
転
を
根
絶
し
よ
う
。

　

健
や
か
な
妊
娠
・
出
産
の
た
め
に
、
定

期
的
に
妊
婦
健
診
を
受
け
、
母
体
の
健
康

と
胎
児
の
成
長
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　

助
産
院
や
県
外
の
医
療
機
関
で
受
診
し

た
場
合
、妊
産
婦
・
乳
児
健
康
診
査
分
（
診

察
と
指
定
項
目
の
検
査
費
用
）
の
自
己
負

担
額
を
、
未
使
用
の
受
診
票
の
回
数
に
応

じ
て
限
度
額
の
範
囲
内
で
助
成
し
ま
す
。

　

申
請
時
に
受
診
票
裏
面
の
医
療
機
関
に

よ
る
健
診
結
果
の
記
載
が
必
要
に
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
助
成
対
象

① 

県
外
の
医
療
機
関
で
自
己
負
担
で
受
診

し
た
場
合

② 

助
産
院
で
自
己
負
担
で
受
診
し
た
場
合

（
県
内
で
受
診
し
た
場
合
も
対
象
）

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

① 

妊
産
婦
・
乳
児
健
康
診
査
費
支
給
申
請

書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。）

②
母
子
手
帳

③ 

妊
産
婦
・
乳
児
健
康
診
査
受
診
票
（
氏

名
・
生
年
月
日
の
記
載
が
あ
る
も
の
、

医
療
機
関
の
健
診
結
果
の
記
載
が
あ
る

も
の
）

④ 

口
座
の
わ
か
る
も
の
（
申
請
者
と
同
名

義
の
も
の
）

⑤ 

領
収
書
（
原
本
の
返
却
を
希
望
す
る
人

は
、
原
本
と
写
し
の
両
方
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。）

⑥
印
鑑

　館内整備のため、次の期間休館します。
▶休館期間　9月28日㈪～10月2日㈮
※ 館内2階は9月29日㈫～10月2日㈮の期間、

通常通り営業します。
▶問合せ　ウォーターパ
レス KC（☎24－6261）

あ
い
ち
動
物
遺
棄
防
止

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
実
施

環
境
課 

環
境
保
全
係（
☎

（95）
０
１
５
４
）

助
産
院
や
県
外
の
医
療
機
関
で

妊
産
婦
・
乳
児
健
診
を
受
け
る
人
へ

保
健
セ
ン
タ
ー　
　

 （
☎

（82）
８
２
１
１
）

秋
の
交
通
安
全
運
動

９
月
21
日
㈷
～
30
日
㈬

安
心
安
全
課 

防
犯
交
通
係

（
☎

（95）
０
１
１
５
）

国
民
年
金
保
険
料
「
10
年
の
後

納
制
度
」
は
９
月
30
日
ま
で

国
保
医
療
課 

国
保
年
金
係

　
　
　
　
　
　
　
　

 （
☎

（95）
０
１
２
３
）

刈
谷
年
金
事
務
所　

 （
☎

（21）
２
１
５
９
）
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有
　
料
　
広
　
告

　

市
有
地
を
一
般
競
争
入
札
で
売
却
し
ま

す
。

　

な
お
、
一
般
競
争
入
札
の
参
加
に
あ

た
っ
て
は
、﹃
平
成
27
年
度　

知
立
市
有

地
土
地
売
払　

一
般
競
争
入
札
実
施
要

領
﹄
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
実
施
要
領
配
付
場
所

財
務
課
（
24
番
窓
口
）

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
ま
す
。

▼
売
却
物
件

所
在
地　

知
立
市
宝
一
丁
目
12
番
７
外
１

筆
（
２
筆
一
括
で
の
売
却
）（
990
・
09
㎡
）

▼
入
札
参
加
申
込
受
付
日

平
成
27
年
10
月
20
日
㈫
、
21
日
㈬

▼
入
札
日

平
成
27
年
10
月
27
日
㈫

▼
最
低
売
却
価
格　

1
億
２
千
万
円

　

最
近
で
は
、「
特
殊
詐
欺
」
や
「
振
り

込
め
詐
欺
」
と
い
う
言
葉
を
知
っ
て
い
て

も
、
手
口
が
巧
妙
化
し
て
い
る
た
め
、
だ

ま
さ
れ
て
し
ま
う
人
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
。

　

最
近
で
は
、
年
金
情
報
流
出
を
口
実
に

し
た
前
兆
電
話
や
、
娘
を
か
た
る
詐
欺
も

発
生
し
て
い
ま
す
！

　

言
葉
巧
み
に
被
害
者
を
だ
ま
し
、
Ａ
Ｔ

Ｍ
等
を
利
用
し
た
「
振
り
込
み
型
」
や
犯

人
の
代
行
者
が
取
り
に
行
く
、
ま
た
は
、

待
ち
合
わ
せ
し
て
現
金
を
受
け
取
る
「
手

交
型
」
が
あ
り
ま
す
。

◎
被
害
防
止
の
ポ
イ
ン
ト

・
留
守
番
電
話
に
設
定
を
！

　

大
半
の
特
殊
詐
欺
の
犯
人
は
、
最
初
に

自
宅
の
固
定
電
話
に
電
話
を
掛
け
て
く
る

た
め
、
自
分
の
声
が
録
音
さ
れ
る
こ
と
を

嫌
が
り
ま
す
。
在
宅
中
で
も
、
留
守
番
電

話
に
設
定
し
、
身
内
の
人
と
は
、
日
頃
か

ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
り
、
家
族

で
「
お
金
が
必
要
な
ら
、
電
話
で
は
な
く

必
ず
会
っ
て
頼
む
よ
。」
等
と
約
束
事
を

決
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

振
り
込
め
詐
欺
は
家
族
愛
を
利
用
し

た
、
大
変
卑
劣
な
犯
罪
で
あ
り
、
自
分
一

人
で
防
ぐ
こ
と
は
難
し
い
犯
罪
で
す
が
、

誰
か
に
相
談
し
て
い
れ
ば
防
げ
る
犯
罪
で

す
。

　

家
族
の
絆
で
特
殊
詐
欺
を
防
ぎ
ま
し
ょ

う
！

　知立市は、平成22年に「知立市平和都市宣言」を行いました。
これを機に宣言の趣旨を尊重し、市民の皆様と平和を祈念する、
「知立市平和祈念式」を今年も開催します。どなたでも参加で
きますので、ぜひお越しください。

知立市平和祈念式

▶と　き　10月16日㈮　午前10時から
▶ところ　中央公民館　講堂
▶内　容　 知立市平和都市宣言・黙とう・献花・原爆パネルお

よび戦時資料の展示　など
▶問合せ　協働推進課秘書広報係（☎95－0112）

【
知
立
市
平
和
都
市
宣
言
】

　
歴
史
と
伝
統
に
育
ま
れ
た
知

立
市
。

　
私
た
ち
は
こ
の
ま
ち
で
、
平

和
で
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
を

心
か
ら
願
っ
て
い
ま
す
。

　
私
た
ち
が
願
う
明
る
く
住
み

よ
い
ま
ち
は
、
平
和
な
く
し
て

は
か
な
い
ま
せ
ん
。
そ
し
て
世

界
の
恒
久
平
和
は
、
人
類
共
通

の
願
い
で
す
。

　
私
た
ち
は
世
界
で
唯
一
の
核

被
爆
国
の
一
員
と
し
て
、
二
度

と
惨
禍
を
繰
り
返
さ
な
い
よ

う
、
国
際
社
会
を
導
く
役
割
を

果
た
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
こ
に
知
立
市
は
、
核
兵
器

の
廃
絶
と
戦
争
の
な
い
平
和
な

世
界
の
実
現
に
貢
献
す
る
こ
と

を
誓
い
、「
平
和
都
市
」
を
宣

言
し
ま
す
。

市
有
地
を
売
却
し
ま
す

財
務
課 

資
産
経
営
係（
☎

（95）
０
１
８
７
）

「
特
殊
詐
欺
」
多
発
！

あ
な
た
に
も
電
話
が
か
か
っ
て

く
る
か
も
!?

安
城
警
察
署　
　
　

 （
☎

（76）
０
１
１
０
）
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